富士宮市消防団応援の店登録制度実施要綱
（趣旨）

第１条  この要綱は、富士宮市消防団員（以下「消防団員」という。）の確保及び加入を促進するために実施する消防団応援の店登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

⑴　事業者　市内に店舗又は事業所を有する法人、団体又は個人事業主をいう。

⑵　消防団員等　消防団員並びにその同居の配偶者、子、父母、孫及び祖父母をいう。

⑶　特典サービス　事業者が消防団員等に対して自主的に提供する利用料金の割引、商品価格の割引、物品の贈呈その他の各種サービスをいう。

　⑷　消防団応援の店　特典サービスを提供する店舗又は事業所であって、市長の登録を受けたものをいう。

  （登録の申請）

第３条　消防団応援の店の登録を受けようとする事業者は、市長に登録に係る申請書（以下「申請書」という。）を提出しなければならない。

  （登録の要件等）

第４条  市長は、前条の規定により申請した事業者が次のいずれにも該当しないと認めるときは、消防団応援の店として登録するものとする。

　⑴　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は従業員が暴力団員等（富士宮市暴力団排除条例（平成２４年富士宮市条例第２５号）第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。）であり、若しくは暴力団員等と密接な関係を有する事業者

　⑵　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定する風俗営業等に該当する事業を営む事業者

　⑶　消防関係法令に違反している事業者

　⑷　前３号に掲げるもののほか、市長が登録することが適当でないと認める事業者

２　市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を消防団応援の店であることの表示証（以下「表示証」という。）を添えて申請した事業者に通知するものとする。

  （表示証の表示）

第５条　消防団応援の店は、次に掲げる方法により、消防団応援の店であることを表示するものとする。

　⑴　店舗又は事業所の入口その他人の見やすい場所に表示証を掲示すること。
　⑵　パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）により行う映像その他の広告に表示証を使用すること。
２　表示証は、その寸法を同率に拡大し、又は縮小することができる。

　（表示証交付整理簿の備え付け）

第６条　市長は、表示証に係る交付整理簿を備え付け、消防団応援の店の名称、所在地、特典サービスの内容等の必要事項を記録するものとする。

　（登録の変更又は廃止）

第７条　消防団応援の店の登録を受けた事業者は、申請書に記載した事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

　（登録の取消し）

第８条　市長は、消防団応援の店が事業を廃止し、又は休止したとき、事業者が第４条第１項各号に該当することとなったとき、偽りその他不正な手段により登録を受けたとき、その他消防団応援の店として適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該事業者に対し、その旨を通知するものとする。
（表示証の処分等）

第９条　第７条又は前条の規定により登録を廃止し、又は取り消された事業者は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

　（利用カードの交付等）

第１０条　市長は、消防団員に対し、消防団応援の店を利用することができるカード（以下「利用カード」という。）を交付するものとする。

２　消防団員は、退団その他の理由によりその身分を失ったときは、直ちに利用カードを市長に返還しなければならない。

　（特典サービスの提供）

第１１条　消防団員は、消防団応援の店からサービスの提供を受けようとするときは、利用カードを提示するものとする。

２　消防団応援の店は、利用カードの提示があったときは、消防団員等に特典サービスを提供するものとする。

　（消防団応援の店の周知）

第１２条　市長は、消防団応援の店の名称、所在地、特典サービスの内容その他の事項について、広報紙、ホームページ等により周知するものとする。

　（その他）

第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

この要綱は、副市長決裁の日から施行する。

